


（平成 25 年度基金運用実績）

(単位：千円)

事業区分 基金の保有区分
平成 25 年度

当初保管額
運用益繰入額

平成 25 年度

支出済額

平成 25 年度

年度末保管額

海岸漂着物地域対

策推進事業
歳計現金

(②金融機関への預金) 220,000 42 77,330 142,712

合計 220,000 42 77,330 142,712

※本表は基金の保有区分ごとに記載すること

※基金の保有区分は実施要領第５の２で定める「基金の運用方法」を参考に記載すること

※運用益繰入額は、当該年度に基金の運用によって生じた果実の金額を記載すること

※支出済額は、当該年度内に支出負担行為を行い、出納整理期間に支出をしたものを含む。ただし、当該年度に債務負担行為のみをおこ

なったものについては含まない。



様式第４号（第５の６④関係）

（事業計画書作成担当者）

氏名

柳生 映一

ＴＥＬ ＦＡＸ

078-362-3279 078-362-4189

（基金事業の執行計画） （単位：千円）

海岸漂着物地域対策推進事業 平成24年度 平成25年度 平成26年度 合計 執行率

地域計画の策定・改定に係る事業 0 0 0 0 0

海岸漂着物等の回収・処理に係る事業 0 70,196 126,307 196,503 31.9%

海岸漂着物等の発生抑制策に係る事業 0 7,134 16,405 23,539 3.2%

0

0 77,330 142,712 220,042 35.2%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

合計

所属部局・役職名等

メールアドレス

eiichi_yagyuu@pref.hyogo.lg.jp
kankyouseibika@pref.hyogo.lg.jp

事業計画作成担当者
農政環境部環境管理局環境整備課 循環型社会推進班 主査

所在地

都道府県の名称

平成25年度海岸漂着物地域対策推進事業状況報告書（各年度報告書）

神戸市中央区下山手通５－１０－１

兵 庫 県



（事業計画の概要）

総括

環境整備課（４） 港湾課(２） 漁港課（２） 農村環境室（２）

・市町補助事業の監理

・クリーンアップひょうごキャンペーンの監理

・推進協議会、普及啓発事業等の監理・県管理海岸での海岸漂着物等の回収・処理

H24 H25 H26

－ ５８１．２６ｔ ６００ｔ

－ ２１．２人 ２６人

－ 約66万8千人 約６０万人

備考：クリーンアップひょうごキャンペーンでのごみ回収量 約5,779ｔ（H25実績）

平成25年度事業実施の概要

項目

１ 「兵庫県瀬戸内海沿岸海岸漂着物対策推進地域計画」及び「兵庫県日本海沿岸海岸漂着物対策推進地域計画」に基づき、地域の特性を踏まえ、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため、それぞれの地域において、民間活動団体
の代表や国・県・市町の関係行政機関から構成される海岸漂着物対策推進懇話会を開催する。（発生抑制対策）

○瀬戸内海沿岸海岸漂着物対策推進懇話会及び日本海沿岸海岸漂着物対策推進懇話会の開催（それぞれ年２回程度）(H25実績 日本海2/13,瀬戸内海2/18開催）
２ 海岸管理者等は、海岸の地形、気象等の条件や景観、海岸の利用、漁業等経済活動等の状況及び海岸漂着物等の量・質等を勘案し、その時期及び頻度を設定し、海岸漂着物等の適正な処理を行う。県が海岸管理者の場合、市町は海岸漂
着物の適正処理に関し、海岸管理者に協力する。（回収・処理）

○県が海岸管理者となっている海岸については、県が海岸漂着物を直接契約及び市町委託により回収・処理を実施する。
また、市町が海岸管理者等となっている海岸については、市町補助により回収・処理を実施する。

３ 海岸漂着物等の多くは、陸域で発生したものであり、河川を通じて海に流れ出し海流や風により運ばれたものが、広く海岸に漂着しており、その中には生活に伴って派生したごみ等が含まれている。海岸漂着物の発生抑制には、海岸漂着物等
の発生の実態を把握し、ごみ等の適正な処理を推進することが必要であり、広く住民が当事者意識をもって自主的かつ積極的に海岸漂着物対策への取組をおこなう必要がある。海岸管理者、県、市町等は、海岸一斉清掃等の情報を提供し、清掃
活動への参加を呼びかけるとともに意識の高揚を図る。（発生抑制対策・普及啓発）

○平成７年の阪神・淡路大震災をきっかけに始まった県内全域で環境美化統一キャンペーンである「クリーンアップひょうごキャンペーン」を継続拡充して展開のうえ、普及啓発資材を作成・配布
（H25実績 参加人数66万8千人,ごみ回収量5,779t）

４ 成果目標については、①海岸漂着物等の回収・処理事業ごとの回収・処理量、②直接的な雇用効果(人数）、③クリーンアップひょうごキャンペーンへの参加人数とする。
５ 本事業計画の実施体制 ( )内は従事人数

分任

各県民局等地方機関

①海岸漂着物等の回収・処理事
業ごとの回収・処理量、回収物の
内訳

②直接的な雇用効果（人数）

③クリーンアップひょうごキャン
ペーンへの参加人数

（成果目標）
①海岸漂着物等の回収・処理事業ごとの回収・処理量、回収物の内訳

重点区域で海岸漂着物等の回収・処理事業を実施した場合に回収・処理量、質等（どんなものが多い
のか）の把握を行い、海岸漂着物等の発生抑制のための資料とする。
②直接的な雇用効果（人数）

本事業計画の実施による雇用効果を把握するため、雇用人数を把握する。
③クリーンアップひょうごキャンペーンへの参加人数

県内全域において、美しい地域景観の創出、魅力あふれる地域づくりのため、毎年5/30～7/31の間、
展開している環境美化統一キャンペーンの「クリーンアップひょうごキャンペーン」への参加人数を把握す
る。なお、このキャンペーンでは、市町、関係団体、地域住民等が連携して、海岸清掃等美化活動の実
施、環境美化の普及・啓発を図るため、人の多く集まる街頭等でのキャンペーン等を実施する。

平成25年度海岸漂着物地域対策推進事業状況報告書（各年度報告書）

平成26年度成果目標及び達成状況

兵庫県、県内市町

兵庫県海岸漂着物対策推進事業計画計画の名称

事業の実施期間 平成25年度 事業実施主体



（別紙２）

事業番
号

事業名
総事業費
（千円）

補助率
補助金所要額

（千円）
事業実施者 実施方法 事業区分

海岸漂着物等
回収・処理量

(t)

雇用効果
（人/年）

当初
計画
から
の変
更の
有無

他の
国庫
補助
制度
の有
無

自治
体独
自の
補助
制度
の有
無

1 海岸漂着物対策推進懇話会の運営 37 10/10 37 県(環境整備課） 直接 発生抑制 － － 無 無

2 海岸漂着物等の回収・処理 42,854 10/10 42,854 県(港湾課へ分任） 委託 回収・処理 381.17 14.69 無 無

24,033 10/10 24,033 県(漁港課が執行） 委託 回収・処理 182.75 5.66 無 無

2,304 10/10 2,304
県(農村環境室が執
行）

委託 回収・処理 16.38 0.63 無 無

1,005 10/10 1,005 市町 補助 回収・処理 0.96 0.22 無 無

3 海岸漂着物対策普及啓発員の採用 3,513 10/10 3,513 県 直接 発生抑制・普及啓発 － － 無 無

4
クリーンアップひょうごキャンペーンの展
開及び普及啓発資材作成・配布

2,995 10/10 2,995 県(環境整備課） 委託 発生抑制・普及啓発
（5,779)

県全域回収量
－ 無 無

5 ゼンリン地図購入 589 10/10 589 県 直接 発生抑制・普及啓発 － － 無 無

合計 77,330 77,330 581.26 21.2

平成25年度海岸漂着物地域対策推進事業状況報告書（各年度報告書） 事業一覧表


